
医療安全の推進について

2024年1月9日

 

 当センターでは、患者の皆様に十分に説明し、納得 
 していただきながら診療をすすめるよう努めており 
 ます。 
 病状の説明、検査、治療などに納得できない点やそ 
 の他申し入れたいことなど、医療安全に関して相談 
 のある患者さんは、医療相談コーナーへお申し出く 
 ださい。 
 
   相談者：医療安全管理者（看護師） 
   日 時：月曜日～金曜日（休診日は除く） 9:00-11:30   13:00-16:00 

バス乗場 

⑪医療相談窓口 


